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2はじめに

◼ 前回の第57回本小委員会（2025年9月26日）において、機器個別計測および低圧リソースの導入を踏まえ、
これらが開始される2026年度当初における需給調整市場への参入要件について整理を行った。

◼ 今回、第13回次世代の分散型電力システムに関する検討会（以下、「分散型システム検討会」という。）
（2025年9月8日）や前回の小委員会でお示しした2026年度以降の機器個別計測に向けた課題とした機器点
電圧が特別高圧や機器点容量が1,000kW以上の取扱いに関する課題整理を行ったため、ご議論いただきたい。



3（参考） 前回の小委員会での整理結果

出所）第57回需給調整市場検討小委員会（2025年9月26日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_57_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_57_haifu.html


4（参考） 機器点電圧「特高」と機器点容量1,000kW以上の取扱いについて

出所）第13回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2025年9月8日）資料6をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/013_06_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/013_06_00.pdf
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7機器点電圧「特高」についての課題（１／４）

◼ 機器点にて需給調整市場へ参入する上での「応動評価（アセスメントⅡ）における妥当性確認用」および 「kWh
精算用」 に活用する計量データは、 「特定計量（IoTルート）運用ガイドライン【第1.0版】 （以下、「運用ガイド
ライン」という。）」においてIoTルートを活用して一般送配電事業者に連携することと整理されており、次世代スマート
メーター（以下、「次世代スマメ」という。）の設置が必要である。

出所）第57回需給調整市場検討小委員会（2025年9月26日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_57_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_57_haifu.html


8機器点電圧「特高」についての課題（２／４）

◼ 現行の「運用ガイドライン」では、機器点電圧が低圧・高圧のみ対象となっており、特別高圧（以下、特高という。）
の取り扱いについて、まずもって国において整理されることが必要であると考えられる。

◼ また、機器点電圧の特高を追加する場合には各一般送配電事業者において、託送システム等の改修が必要となる
エリアも存在する。

出所）特定計量（IoTルート）運用ガイドライン【第1.0版】
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_smart_meter/pdf/20220531_4.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_smart_meter/pdf/20220531_4.pdf


9機器点電圧「特高」についての課題（３／４）

◼ 機器点電圧が特高である場合、実質的に受電点での電圧も特高となる。

◼ また、IoTルートを活用する場合、高圧以上の次世代スマメが、2026年度後半から順次設置※の予定であり、取引
規程の改定等を踏まえると、機器点電圧が特高の導入可能時期は早くても2027年度以降になると考えられる。

◼ なお、前述の通り、エリアによっては託送システム等の改修が必要となるため、システムの改修規模や改修スケジュール
も踏まえると、導入可能時期は次世代スマメ設置および託送システム完了時期になると言えるか。

出所）第13回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2025年9月8日）資料6をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/013_06_00.pdf

※ 次世代スマートメーターは受電点に設置される。

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/013_06_00.pdf


10機器点電圧「特高」についての課題（４／４）

◼ 以上より、機器点電圧が特高の市場参入における課題は、以下の通りであり、まずもって、これらの準備が整うことが
必要である。

✓ 「応動評価（アセスメントⅡ）における妥当性確認用」 および 「kWh精算用」に活用する計量データを一般送
配電事業者へ連携する仕組みの整理

✓ IoTルートを活用する場合、次世代スマートメーターの設置が必要（早くて2027年度以降と考えられる）

✓ 一般送配電事業者における託送システム等の改修が必要（システムの改修規模や改修期間）



11（参考） 系統連系区分（低圧・高圧・特別高圧）について

出所）関西電力HP（系統連系とは？系統区分や太陽光発電での申請を解説）
https://sol.kepco.jp/useful/taiyoko/w/keitorenkei/

https://sol.kepco.jp/useful/taiyoko/w/keitorenkei/


12

1. 機器点電圧「特高」の課題

2. 機器点容量1,000kW以上の課題

3. まとめ

目次



13機器点容量1,000kW以上の課題

◼ 現行の需給調整市場への参入において、契約受電電力が1,000kW以上の発電リソースの場合は、リソース単体
での入札を求めており、1,000kW以上でも需要リソースのようなネガワットや、そこに自家発等の余力（ポジワット）
を活用したネガポジ型リソースの場合は、各リスト・パターンにより入札することを求めている。

◼ この点を踏まえると、機器点容量が1,000kW以上のリソースが市場に参入する場合においては、発電リソース以外
のリソースであれば、現行と同様に各リスト・パターンによって市場参入※することが可能であると考えられる。

◼ 一方で、機器点容量が1,000kW以上の発電リソースの場合においては、現行（受電点）の取り扱いを踏まえた
入札単位の考え方、また、それに伴う通信設備の接続方式といった部分が課題となるため、次頁以降で課題整理を
実施する。

発電リソース
（機器点容量1,000kW以上）

ネガポジ型リソース
（機器点容量1,000kW以上）

需要リソース
（機器点容量1,000kW以上）

発電機
リスト・パターン

ネガポジ
リスト・パターン

需要家
リスト・パターン

単独発電機 既存の入札単位

入札単位をどうするか

機器点リソース

？

※機器点容量1,000kW以上の1地点のみで入札



14（参考） 現行（受電点）の需給調整市場における1,000kW以上のリソースの取扱い

出所）取引ガイド（全商品）第7版（2025年4月1日）をもとに作成
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf

1,000kW以上はリスト・パターンで
アグリゲートせずに1地点のみで入札

1,000kW以上の発電リソースは
単独で入札

https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf


15機器点容量1,000kW以上の発電リソースにおける入札単位について

◼ 前述のとおり、機器点容量が1,000kW以上のリソースのうち、発電リソースが需給調整市場に参入しようとした場合、
入札単位やそれに伴う通信設備の接続方法等の整理が必要となる。

◼ 現行（受電点）の発電リソースにおいては、1,000kW以上であれば、「単独発電機」を入札単位としており、これを
踏まえ、単独リソースとして扱うことが適当と考えられる。なお、入札方法として、機器点容量1,000kW以上の発電
リソースは「単独発電機（機器点）」のような新たな入札単位を設ける方法、もしくは現状の「リスト・パターン」※ を
用いて参入を認めるといった方法が考えられる。

◼ この点、新たな入札単位を設ける場合には、需給調整市場システム（MMS）等の大幅な改修が必要となるため、
コスト面や早期実現性の観点を踏まえ、今回は、入札単位として「リスト・パターン」 ※の場合を想定した課題について
検討を行うこととする。

（ⅰ）入札単位を新設する方法 （ⅱ）リスト・パターンを活用する方法

改修が必要なシステム
MMS、中給システム、

アセスメントシステム、 精算システム等
中給システム（専用線オンライン）
アセスメントシステム、精算システム等

システム改修費用
リスト・パターンを活用する方法より

高額となる見込み
全社合計で1億円未満（簡易指令システム）

数千万～十数億円（専用線オンライン）

システム改修期間
［仕様決定後］

リスト・パターンを活用する方法より
長期間となる見込み

6～24ヶ月（簡易指令システム）
18～36ヶ月（専用線オンライン）

その他懸念点等
システム改修規模が大きい

（改修対象のシステムも多い）
複合市場と三次②市場の
両方に同時入札が不可

※機器点容量1,000kW以上の1地点のみで入札



16リスト・パターンを用いる場合の通信設備の接続方式について

◼ 機器点容量1,000kW以上の発電リソースの入札単位をリスト・パターンとする場合、当該リソースに指令を行うため
の通信設備としては、簡易指令システムあるいは専用線オンラインを用いて中給システムと接続することになる。

◼ このうち、簡易指令システムでの接続であれば、指令等に関して特段の制約なく接続が可能であると考えられるが、
専用線オンラインの場合、現状、大宗のエリアでリスト・パターンでの専用線オンライン接続時の指令方法※には対応
していないため、中給システムの改修が必要となる。

◼ また、現行、契約受電電力が1,000kW以上の単独発電機の場合の指令方法は、出力増減指令（接点指令）
や出力調整指令（数値指令）となっているが、機器点容量1,000kW以上の発電リソースをリスト・パターンにより
市場参入させる場合であっても、これらの指令方法と同様にするかどうかという点も課題になるか。

専用線オンライン 簡易指令システム

単独発電機 出力増減指令 or 出力調整指令 出力調整指令 or 出力変化量指令

各リスト・パターン
出力変化量指令

（ただし大宗のエリアでは未対応）
出力変化量指令

＜現行の調整力指令方法＞

出力変化量指令が可能なよう中給システム改修要
「単独発電機」と同様、余力活用を念頭にした出力増減指令
or出力調整指令が望ましいが、抜本的な中給システム改修要

通信設備

入札単位

※ リスト・パターンへの指令方法は出力変化量指令



17(参考) 入札単位や通信設備による調整力指令方法について

出所）取引ガイド（全商品）第7版（2025年4月1日）をもとに作成
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf

◼ 現行の指令方法としては、入札単位が単独発電機の場合、 専用線オンラインの場合は、 出力増減指令（接点
指令）or 出力調整指令（数値指令）、 簡易指令システムの場合は、 出力調整指令（数値指令）or 出力
変化量指令となる。入札単位がリスト・パターンの場合は、出力変化量指令となる。

https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf


18（参考） 調整力の指令方法

中給

発電所

1,000kW（基準値）
→1,300kW（指令目標値）

上げパルス

1,300kW

◼ 各指令方法の具体的なイメージは下図のとおりである。

✓ 出力増減指令（接点指令）：出力値の増減についてパルスで指令を行う。

✓ 出力調整指令（数値指令）：求める出力値の指令を行う。

✓ 出力変化量指令：基準値からの差分値の指令を行う。

■ 出力増減指令、出力調整指令では出力帯ごとの単価や出力変化速度を考慮した指令発出が可能であるが、
現状の中給システムにおいては出力変化量指令では不可能である。

■ そのため、出力帯ごとに単価や出力変化速度が異なる発電リソースについては、 出力増減指令もしくは出力調整
指令が望ましいと考えられる。

+300kW

出力増減指令

出力調整指令

出力変化量指令



19（参考） リスト・パターンの専用線オンライン接続について

◼ 現状でも、専用線オンラインでのアグリゲーション（＝リスト・パターンでの入札）を受入する場合、出力変化量指令
に対応するため、事業者ニーズに応じて中給システムを改修することとしている。

◼ さらに出力調整指令（実出力値による指令）は、中給システムの抜本改修の際に、事業者ニーズを踏まえて検討
することとしている。

出所）第57回需給調整市場検討小委員会（2025年9月26日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_57_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_57_haifu.html


20機器点容量1,000kW以上の発電リソースにおけるその他の論点について

◼ 機器点容量1,000kW以上の発電リソースにおけるその他の論点として、対象とする電源種別や容量の点について
も整理する必要があると考えられる。

◼ 例えば、本来受電点で調整力の発動が可能な発電リソースに対し機器点での参入を認めた場合、 機器個別計測
の制度趣旨である「同一構内の需要の変動により調整力の発動が困難なリソースを考慮し、機器個別計測の活用
を可能とする」から、かい離するとも考えられるため、対象とする電源種別を設定することも一案と考えられるか。

◼ また、調整能力の大きなリソースは、調整能力の有効活用の観点※から専用線オンラインでの接続が望ましく、現状
の受電点においては、周波数への影響も踏まえ、単独発電機で1発電機の容量が10万kW以上の場合は専用線
オンライン接続に限定している。

◼ 機器点容量が10万kW以上の発電リソースにおいても同様に、周波数に与える影響が大きいことから、受電点での
整理を踏まえると、専用線オンライン接続に限定することが必要と考えられるが、前述のとおり、この場合は指令方法
において中給システムの抜本的な改修が必要となる。

◼ これら対象電源種別や対象容量といった論点に関しては、国で実施される事業者のニーズやポテンシャル調査の結
果も踏まえて改めて整理を行うこととしたい。

※現状、簡易指令システムではLFC制御の二次①に指令発出ができない。



21（参考） 現行（受電点）の需給調整市場における容量10万kW以上のリソースの取扱い

出所）取引ガイド（全商品）第7版（2025年4月1日）をもとに作成
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf

https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf


22（参考） LFC領域（二次①）への調整力指令について

◼ LFC制御である二次①への指令においては、簡易指令システムでは性能の制約により対応することができないため、
専用線オンラインでの接続が求められている。

出所）第26回 需給調整市場検討小委員会（2021年11月2日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_26_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_26_haifu.html


23（参考） 系統連系技術要件（グリッドコード）での機能具備について

出所）電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインをもとに作成
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/pdf/keito_renkei_20241201.pdf

◼ 系統連系技術要件においては、一般的な火力発電機や水力発電機について10万kW以上の容量の単独発電機
にはLFC制御機能の具備を求めている。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/pdf/keito_renkei_20241201.pdf
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25まとめ

◼ 今回整理した需給調整市場における機器個別計測の課題については以下のとおりとなる。

◼ 機器点電圧「特高」の課題

➢機器点電圧が特別高圧の機器点の計量データを収集する方法の整理が必要。［国において整理が必要］

➢IoTルートを活用する場合、次世代スマメの設置が必要。

➢計量データの取り扱いのために、託送システム等の改修が必要となるエリアがある。

◼ 機器点容量1,000kW以上の課題

➢入札単位についての課題

✓機器点容量1,000kW以上の発電リソースは、受電点と同様（単独リソース）とし、入札単位の整理が必要。

⇒新たな入札単位を設ける方法、もしくは現状の「リスト・パターン」を用いて参入※を認める方法が考えられる。

➢リスト・パターンで専用線オンラインで接続する場合の課題

✓大宗のエリアでリスト・パターンでの専用線オンライン接続時の指令方法に対応していないため、中給システムの
改修が必要となる。

➢その他の課題

✓機器個別計測の対象となる電源種別を設定するか。

✓機器点容量が10万kW以上の発電リソースにおいて受電点同様の指令方法を可能とするためには、抜本的な
中給システム改修が必要である。

✓対象電源種別や対象容量といった論点に関しては、国で実施される事業者のニーズやポテンシャル調査の結果
も踏まえて改めて整理を行うこととしたい。

※機器点容量1,000kW以上の1地点のみで入札


